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長久手市議会基本条例の検証について（報告） 
 

 長久手市議会基本条例の検証を下記のとおり行い、結果をまとめましたので

報告します。 
記 

１ 条例の改正について 
  改正の必要はない。 
 
２ 条例の運用について 
 ⑴ 重点項目 
  ア 議会改革特別委員会等を設置し、運用面の課題を議論すべきである。 
  イ 市議会に対する市民の意見を聞くためのアンケートを定期的に実施す

べきである。 
  ウ 改選後できるだけ速やかに、この検証結果を基に条例の見直し作業を

すべきである。 
 
 
 ⑵ 各条文に対する意見等 

第１条 目的 

 この条例は、市民の代表としての長久手市議会（以下「議会」という。）の役割、

議会及び長久手市議会議員（以下「議員」という。）の活動原則等に関する基本的事

項を定めることにより、市民に分かりやすく開かれた議会の実現と議会活動の充実を

図り、市民福祉の向上と市勢の発展に寄与することを目的とする。 

意見等 特になし 

 
 
 
 



第２条 議会の責務 

 議会は、行政運営について審議し、議決機関としての責務を果たさなければならな

い。 

２ 議会は、議会活動に関する情報発信を行うものとする。 

３ 議会は、市民の意思の反映に努めるものとする。 

４ 議会は、常に向上心を持ち、更なる議会改革を推進するものとする。 

意見等 

＜第１項＞ 

「議決機関」という表現について、みんなでつくるまち条例の

パブコメに対し、「議会の議決権は、議会の権限の中で最も基本的

であり、本質的なものです。議決によって、地方公共団体として

の意思が決定します。そのことから「議決機関」として定めてい

ます。」と回答している。もし「議事機関」や「意思決定機関」の

ように表現を改めるのであれば、みんなでつくるまち条例の改正

と合わせてはどうか。 

＜第２項＞ 

・ 議会だよりに委員会等議会活動の記事を掲載してはどうか。 

・ 議会のライブ配信、議案質疑・委員会の動画配信を検討して

はどうか。 

＜第３項＞ 

更なる議会改革のため、新たに議論の場を設置してはどうか。 

提案 議会改革特別委員会等の設置を検討する。 

 
 

第３条 議長の責務 

 議長は、議会を代表し、公正で民主的な議会運営に努めなければならない。 

意見等 

・ 議長は常任委員会から離職すべきではないか。 

・ 議長任期を２年とすべきではないか。 

・ ２人会派であると難しいが、議長は会派から離脱したほうが

よいのではないか。 

提案 議長のあり方を検討する。 

 
 
 



第４条 議決責任 

議会は、市の意思決定機関として議決責任を深く認識し、その結果について市民に

対し説明する責務を有するものとする。 

意見等 

・ 条文を「その結果について」から「その結果と議論の経過に

ついて」と改正してはどうか。 

・ 議会だよりでは大きく意見の分かれた案件を分かりやすく掲

載してはどうか。ページ数を増やさないと難しいため、議会だ

よりの紙面構成を工夫してはどうか。 

提案 
議会だより等では結果だけでなく経過（議論の内容）も含めて

報告している。条例を大きく改正するのであれば併せて改正して

もよいが、今回は見送りとする。 

 

第５条 議員の責務 

議員は、議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、積極

的な発言、議論等を行うものとする。 

２ 議員は、一部の地域又は団体ではなく、市民全体への奉仕者として活動するもの

とする。 

３ 議員は、市政について、市民の意見を把握するとともに、的確な判断をするため、

自己の資質向上に努めるものとする。 

意見等 

＜第２項＞ 

「奉仕者」という表現について、条文の趣旨は、一部の団体等

に利益誘導しないということであるため、「公正、誠実」という表

現でもよいのではないか。 

提案 今回はこの条文どおりとし、今後の要検討項目とする。 

 

第６条 会派 

会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で結成し、活動するものとする。 

意見等 

・ 会派間での合意形成をもっとしてはどうか。 

・ １人会派を認めるかどうかは、議会改革特別委員会等の場で

議論すべき問題である。ただし、議運や検証会議等の話合いの

場でも無会派は構成員となっているため、現状のままでよいの

ではないか。 

・ 運用は現状のままでよいが、改選後の会派数等によっては議

会運営上の問題が生じる可能性があるのではないか。 



 

第７条 政務活動費 

議員は、長久手市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 13 年長久手町条例第 8

号)の規定により交付を受けた政務活動費について、その適正な執行に努め、市民に対

して使途を公開し、その使途について説明責任を担うものとする。 

意見等 

・ 政務活動費の運用指針の検討（公開基準、支出科目、新聞Ｗ

ＥＢ版を認める等）をしてはどうか。 

・ 議会の意見を市民へ伝えた上で、市民アンケート等で市民か

ら意見をもらってはどうか。 

提案 
「政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針」の

見直しを検討する。 
 
 

第８条 市民参加及び市民との連携 

議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の共有を推進するとと

もに、その情報について説明責任を十分果たすよう努めなければならない。 

２ 議会は、本会議、委員会及び全員協議会を原則として市民に公開するものとする。 

３ 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置付け、その審議及び調査に当たっ

ては、提案者が説明及び意見を述べる機会を保障するものとする。 

４ 議会は、議会活動を市民に伝え、市民と議員とが自由に意見及び情報を交換する

ための報告会を定期的に開催するものとする。 

意見等 

＜第１項＞ 

・ 広報広聴委員会（議会だより、ホームページ、議会報告会等

を所管）を設置してはどうか。 

・ 情報開示のツールを検討すべきではないか。（本会議、委員会

等の中継、インターネット放映等） 

＜第４項＞ 

・ 「報告会を定期的に開催すること」について、自由に意見交

換できる場を設けていくべき。条文中の表現を今すぐに変える

のではなく、時間をかけて「意見及び情報を交換する場」や「意

見交換会」等の表現を検討してはどうか。 

・ 議会報告会のあり方（開催回数、各種団体との意見交換、議

会から出向く等）を見直してはどうか。 

提案 議会報告会のあり方を検討する。 



 

第９条 市長等との関係 

議会は二元代表制の下、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との対等

な関係を構築し、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。 

⑴ 本会議における一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問

一答方式で行うものとする。 

⑵ 本会議及び委員会へ出席した市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質

問に対して反問することができる。 

意見等 

・ 反問権の実績がないこと自体は問題ではないが、「内容、趣旨

及び根拠を確認する」ための確認権にとどめるのか、反論権ま

で認めるのかの議論が必要ではないか。 

・ 本会議での質疑の回数が２回までのため、十分な議論ができ

ないのではないか。 

・ 議選の監査委員に関して、廃止するのか継続するのか議会全

体で勉強していくべきではないか。 

提案 
・ 「長久手市議会反問実施要綱」の見直しを検討する。 

・ 議選の監査委員について議論をする場を設ける。 

 
 

第 10 条 資料の提出 

議会は、議案審議等に当たり市長等に対し必要に応じて資料の提出を求めることが

できる。 

意見等 
法律改正に伴う条例改正議案は、少なくとも国会での審議状

況・要旨を資料として提出させてはどうか。 

 
 

第 11 条 政策立案等 

議会は、市民福祉の向上のため、積極的な政策立案及び政策提言に努めるものとす

る。 

意見等 

・ 議員個人ではなく、議会や委員会として議案、意見書、提言

等を積極的に提出できるよう、全議員での施策勉強が必要では

ないか。 

・ 事務局体制の充実が必要ではないか。 



 

第 12 条 委員会の活動 

委員会は、議案等の審議及びその所管に属する事務の調査の充実を図ることにより、

その設置目的が十分に発揮されるよう活動を行うものとする。 

２ 委員長及び副委員長は、公平かつ公正な委員会運営に努めなければならない。 

意見等 
・ 任期当初に委員会のテーマを掲げ、委員会活動を活発に行う

ためにも、委員任期を２年としてはどうか。 

・ 委員会の視察研修が予算消化になっていると感じる。 

提案 委員任期の議論を継続して行う。 

 
 

第 13 条 議員間討議の促進 

議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互間の討議を中心とした

運営に努めるものとする。 

２ 議会は、本会議及び委員会において議員提出、委員会提出及び市長提出の議案並

びに市民提案に関して審議し、結論を出す場合、議員相互間において十分な討論及

び議論を尽くして合意形成に努めるとともに、その経過及び結果について市民への

説明責任を十分に果たさなければならない。 

意見等 

・ 議員間討議を実施したことが１度もない。 

・ 開会前までに論点整理する時間はあるが、突然盛り上がった

課題や、本会議での質疑に対する執行部の答弁に疑問が出た場

合に、申合せ上、議員間討議ができないのは問題ではないか。 
・ 申合せ（「開会日までに委員長に意向を表明」の部分）を見直

してはどうか。 

・ 実施している市議会を参考に、どうしたら議員間討議できる

のか考え直してはどうか。 

提案 
「長久手市議会議員間討議の促進に関する申し合わせ事項」の

見直しを検討する。 

 
 
 
 



第 14 条 議員研修の充実強化 

議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、一般選挙を経た任期開始後、速

やかにこの条例に関する研修を行わなければならない。 

２ 議会は、議員の資質及び政策形成能力の向上を図るため、積極的に議員の研修を

実施するものとする。 

意見等 
全議員で同じ内容を学ぶことは重要であるため、さらなる充実

が必要ではないか。 

 
 

第 15 条 議会事務局の体制整備 

議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査・

法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。 

意見等 

・ 事務局の調査・法務機能を充実させるため、事務局体制（正

規職員５、６人）の強化が必要ではないか。 

・ 事務局職員の在職年数を長くし、事務局経験者は市長部局で

一定の経験を積んだ後事務局に戻るような人事政策を検討して

はどうか。 

・ 委員会の会議録作成を委託することで、事務局の負担を軽減

してはどうか。 

 
 

第 16 条 議会図書室の設置 

議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室を設置し、図書の充実に努めるも

のとする。 

意見等 

・ 庁舎建て替え時には独立した図書室を設置すべきではないか。 

・ ネット環境（新聞のネット配信サービス等）を充実してはど

うか。 

・ 中央図書館からの団体貸出制度、レファレンスサービスが受

けられるようにしてはどうか。 

・ もっと積極的に利用や購入希望等をすべきではないか。 

 
 
 
 



第 17 条 議会広報の充実 

議会は、議案の審議経過及び表決結果を市民に対して議会だよりで公表するものと

する。 

２ 議会は、市政に係る重要な情報を得た場合は、必要に応じて市民に公表するもの

とする。 

３ 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多く

の市民が議会と市政に関心を持てるよう議会広報活動に努めるものとする。 

意見等 

・ 議会だよりには、一般質問よりも議会活動や委員会活動を多

く掲載すべきではないか。 

・ 議会だよりを市の広報とは別日に配付してはどうか。 

・ 議会だよりモニターを活用してはどうか。 

・ 常任委員会等の中継をしてはどうか。 

・ Facebook での情報発信は一部の議員に負担が偏っているので

はないか。 

・ 一般質問の録画中継は Windows でしか再生できないため、

Youtube 等でアップしてはどうか。 

提案 
・ 議会だよりの見直し・改善をする。 
・ 広報広聴委員会の設置を検討する。 

 
 

第 18 条 議員の政治倫理 

議員は、市民の代表として名誉及び品位を損なう行為を慎み、また、その地位を利

用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない等、議員としての責務を正し

く認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなければならない。 

２ 議員は、長久手市議会議員政治倫理条例(平成 22 年長久手町条例第 8号)を規範と

し、遵守しなければならない。 

意見等 「長久手市議会議員政治倫理条例」の見直しを検討する。 

 
 
 
 
 
 



第 19 条 議員定数 

議員定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点からだけでなく、市民の代表であ

る議会が、市民の意思を市政へ十分に反映させることが可能となるように定められな

ければならない。 

２ 議会又は議員が議員定数を改正しようとする場合は、人口、面積、財政力及び市

の事業課題並びに類似団体における議員定数との比較、市民又は学識経験を有する

者からの意見等により検討を行い、客観的な判断に基づき提案しなければならない。 

意見等 

・ 検討時期を明確化すべきではないか。 

・ 議会報告会で、議員定数を議題に意見交換してはどうか。 

・ 客観的な見解は必要であるため、アンケートを定期的に行い、

市民の考えを確認する機会を設けてはどうか。 

 
 

第 20 条 議員報酬 

議員報酬は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)の趣旨を踏まえ、議員活動に専念

できる制度的な保障、公選としての職務や責任等を考慮し、別に条例で定める。 

２ 議会は、議員報酬の改正に当たっては、社会経済情勢及び市の財政状況並びに類

似団体における議員報酬との比較、市民及び学識経験を有する者からの意見等によ

り検討を行い、客観的な判断に基づき提案しなければならない。 

意見等 

・ 委員長の仕事が多いため、報酬の見直しが必要ではないか。 

・ 報酬審議会の開催を依頼するかどうかは、毎年議運の議題に

なっているが、議員報酬が適正であるかの検討をするためにも、

平成 31 年度は報酬審議会を開催してもらってはどうか。 

・ 市民の客観的な評価や意見をもらう機会（市民アンケート等）

を設けるべきでないか。なお、アンケートは問い方によって回

答も変わるため、前回のアンケートと同様の問い方をすべきで

ある。 

・ 議会報告会等で議員報酬に対する各議員の考えを市民に伝え

てはどうか。 

提案 長久手市特別職報酬等審議会の開催を依頼する。 

 
 
 



第 21 条 災害時の対応 

議会は、大規模災害等の緊急事態が発生したときは、市民の生命、身体及び財産に

関する安全及び安心を確保するため、市長等と協力し、議会としての体制の整備を図

るように努めるものとする。 

意見等 
 「大規模災害時における市議会の対応に関する規定」に沿った

シミュレーション訓練が必要ではないか。 

提案 訓練を実施する。 

 
 

第 22 条 見直し手続き 

議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかにこの条例の目的が達成さ

れているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。 

２ 議会は、前項の規定による検討の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められ

る場合は、適切な措置を講ずるものとする。 

意見等 

＜第１項＞ 

・ 検証の時期を明確化してはどうか。今回は８月から検証を行

ったが、もう少し早い時期から検証してはどうか。また、議会

改革特別委員会等を設置して、検証してはどうか。 

・ 条文の「一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに」

を「必要に応じ」や「適宜」というような表現としたほうがよ

いのではないか。 

提案 今回はこの条文どおり改選後に検討し、要検討項目とする。 

 
 
 


